
税務Q&A

（ホームページ http://www.kyuhokuzei-fukuoka.jp/）

弊社は免税事業者ですが輸出免税の適用により消
費税の還付を受けられますか。

消費税の免税事業者は、消費税の納付義務が免除さ
れる一方で、消費税の還付を受けることもできません。

この場合、「課税事業者の選択届」をこの規定の適用を受けよう
とする課税期間の初日の前日（適用を受けようとする課税期間
が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その
課税期間中）までに税務署に提出して課税事業者を選択するこ
とが必要です。ただし、一度、課税事業者を選択するとそれ
以降2年間は免税事業者に戻れませんから慎重に検討する必
要があります。この期間中に輸出免税の対象にならない課税売
上に係る消費税が課税仕入れにかかる消費税よりも多くなれ
ば、消費税を納付することになりますからご注意ください。

弊社は輸出売り上げの比率が高く消費税の還付が
年一度だと資金繰りが苦しいので早く還付を受けたい

のですがどうにかなりませんか。

消費税の課税期間を短縮する特例を適用すれば、
早く消費税の還付を受けられます。

消費税の課税期間については、特例として3か月ごと又は1
か月ごとに短縮することができます。この場合、選択した課
税期間の末日の翌日から2月以内に消費税の確定申告書を税
務署に提出することになりますから、その分、消費税の還付
は早くなります。
この特例を受けるためには「消費税課税期間特例選択・変

更届出書」を原則としてその適用を受けようとする短縮に係る
課税期間の開始の日の前日までに税務署長に提出することが
必要です。
なお、事業廃止の場合を除き、この特例の規定の適用を

受けた場合にはその適用を受けた日から2年間はこの規定の
適用をやめたり他の期間に変更したりすることはできません。

最後に
消費税の輸出免税の規定は売り上げに係る消費税が免税さ

れる一方で課税仕入れにかかる消費税は課税仕入れが認め
られるので大変重要な規定ですが、その分、一度選択する
と2年間変更が認められない規定があるなど、厳しい制約が
課されています。適用に際しては、しっかりした事業計画が
必要なので、輸出取引をお考えの際は、事前に、税理士に相
談されることをお勧めします。

コロナ禍で国内の消費が低迷する中、弊社では商
品の輸出を検討しています。消費税の輸出免税につ

いて教えてください。

事業者が国内で商品などの販売をする場合には原
則として消費税がかかりますが、輸出取引に該当する

場合には消費税が免除されます。これは国内消費税である
消費税は外国で消費されるものについては課税しないとの考
えに基づくものです。
この場合の輸出取引とは商品の輸出や国際輸送、国際電
話、国際郵便などを言います。
一方、課税事業者が行う仕入れや家賃その他の経費の支
出に課された消費税は課税仕入れに該当し、消費税の計算
上控除されますから、支払った消費税が預かった消費税より
も多い場合には、消費税の還付を受けることができます。

免税される輸出取引の範囲について教えてくださ
い。

消費税の課税事業者が次のような輸出取引を行っ
た場合には消費税が免除されます。

①国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付
※輸出する物品の製造のための下請け加工や輸出取引を行う事業者に対して
行う国内での資産の譲渡等は輸出取引に該当しませんから輸出免税の規定
の適用はありませんのでご注意ください。

②国内と国外との間の通信又は郵便もしくは信書便
③非居住者に対する著作権等の無体財産権の譲渡又は貸付
④非居住者に対する役務の提供
ただし次のものは除かれます
イ、国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ、国内における飲食又は宿泊
ハ、イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受
するもの

輸出免税の適用を受けるための要件について教えて
ください。

輸出免税の規定の適用を受けるためにはその取引が
輸出取引であることの証明が必要です。

輸出取引等の区分に応じて輸出証明書、税関長の証明書
又は輸出の事実を記載した帳簿や書類を整理し、納税地に7
年間保存する必要があります。

輸出免税についての
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犯罪被害が及ぼす影響
犯罪被害にあわれた方やご家族の方々は、生命、身体、
財産上の直接的な被害だけでなく、下記のような問題に直
面することがあります。

◆精神的なショックや身体の不調
◆医療費の負担や失職などによる経済的困窮
◆噂話等によるストレス・不快感
◆捜査や裁判の過程における精神的・時間的負担　など

様々な被害者支援活動
【警察による支援活動】
①刑事手続の説明や捜査状況等の情報提供
②犯罪被害相談による心のケア
③経済的支援
 ・医療費・書類作成料など
 ・カウンセリング費用
 ・緊急一時避難場所の確保にかかる費用
 ・ハウスクリーニング費用
④犯罪被害給付制度の適用
⑤再被害防止のための警戒活動、訪問活動など

【福岡犯罪被害者支援センターによる支援活動】
①電話・面接相談活動
②警察、病院、法廷等への付添い
③犯罪被害者等給付金申請補助活動

同センターは、多くの機関や団体・企業・個人等による
賛助会員からの会費や寄付によって運営されています。
なお、同センターでは賛助会員を募集しています。
詳しくはホームページ（http://fukuoka-vs.net/）をご覧
ください。

警察の犯罪被害相談窓口
福岡県警察では、
犯罪被害にあわれた
方の心のケアを行う
相談窓口「心のリリー
フ・ライン」を開設
しています。
匿名でも構いませ
ん。女性の臨床心理士が丁寧にお聞きします。

福岡県内から「＃8103
（ハートさん）」にダイヤル
すると、福岡県警察本部
の性犯罪被害相談電話に
つながります（24時間・
365日受付）。
●平日の昼間（9:00～17:45）は、女性の警察官又は臨床
心理士が対応します。
●土日、祝日及び夜間は、警察本部の当直員（男性の警察
官の場合もあります。）が対応します。

～社会全体で途切れのない支援を～

11月25日から12月1日までの間は「犯罪被害者週間」です。
犯罪被害にあわれた方々やご家族が被害等から回復し、再び平穏に過ごせるようになるためには、その心情を尊重し、
社会全体で犯罪被害にあわれた方々などを支援することが大切です。

大切な人が犯罪被害にあわれたら
～犯罪被害者支援制度のご案内～

危機管理
情報室

お問い合わせ先
福岡県警察  被害者支援・相談課
TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/somu/sodan/seihanzai/sien.html

福岡犯罪被害者支援センター 電話相談窓口
●福岡 092-409-1356　●北九州 093-582-2796
●筑豊 0948-28-5759　●筑後　 0942-39-4416
※受付時間：月～金　9:00～16:00（祝日・年末年始を除く）

福岡県警察本部
犯罪被害相談「心のリリーフ・ライン」
連絡先　092-632-7830
※受付時間：月～金　9:00～17:45（祝日・年末年始を除く）

犯罪被害に
あわれた方々
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